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○公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に
関する条例の一部を改正する条例　 （　　〃　　）   13

○食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措
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正する条例　 （労働政策室）   17

○京都府立けいはんなホール条例の一部を
改正する条例　 （文化学術研究都市推進課）   18

○京都府種畜種付け手数料徴収条例の一部
を改正する条例　 （流通・ブランド戦略課）   19

○京都府家畜種雄検査及び検査手数料条例
の一部を改正する条例　 （畜産課）   〃
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条例の一部を改正する条例　 （　〃　）   〃
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○浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
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○京都府港湾施設の管理及び使用に関する
条例の一部を改正する条例　 （港湾企画課）   〃

○京都府立少年自然の家条例の一部を改正
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○京都府立郷土資料館条例の一部を改正す
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　条　　　　例　

　次に掲げる条例をここに公布する。

　京都府府税条例の一部を改正する条例
　京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条
例の一部を改正する条例
　京都府立自然公園条例の一部を改正する条例
　京都府立植物園条例の一部を改正する条例
　京都府立文化芸術会館条例の一部を改正する条例
　京都府立ゼミナールハウス条例の一部を改正する条例

　京都府立府民ホール条例の一部を改正する条例
　京都府立堂本印象美術館条例の一部を改正する条例
　京都府立陶板名画の庭条例の一部を改正する条例
　京都府立京都学・歴彩館条例の一部を改正する条例
　京都府立体育館条例の一部を改正する条例
　京都府立京都スタジアム条例の一部を改正する条例
　京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例の一
部を改正する条例
　動物の飼養管理と愛護に関する条例の一部を改正する
条例
　興行場の設置場所の基準等に関する条例の一部を改正
する条例
　化製場等の構造設備の基準等に関する条例の一部を改
正する条例

本号で公布された条例のあらまし

１　改正の理由
　　最近の社会情勢の変化等を踏まえた受益者負担の適正化を図る等のため、府の施設の使用料及び利用料金並

びに府の手数料について、所要の改正を行うものである。
２　改正の内容
　⑴　府の施設の使用料及び利用料金に関する改定等
　　ア　使用料について
　　　ア　使用料の額又はその上限を改めることとした。（関係条例）
　　　イ　府の施設の一部について、65歳以上の者（植物園にあっては、各年齢）の区分に係る年間パスポート

の使用料を定めることとした。（京都府立植物園条例（昭和35年京都府条例第33号）、京都府立郷土資料
館条例（昭和57年京都府条例第18号））

　　イ　利用料金について
　　　ア　指定管理者が管理する府の施設について、指定管理者が設定する利用料金の上限を改めることとし

た。（関係条例）
　　　イ　指定管理者が管理する府の施設の一部について、65歳以上の者の区分に係る年間利用料金を指定管理

者が設定することができるよう、その上限を定めることとした。（京都府立都市公園条例（昭和33年京
都府条例第16号）、京都府立堂本印象美術館条例（平成３年京都府条例第31号）、京都府立陶板名画の庭
条例（平成６年京都府条例第６号））

　⑵　府の手数料に関する改定等
　　ア　手数料の額又はその上限を改めることとした。（関係条例）
　　イ　衛生検査手数料について、水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令（令和６

年政令第１号）を踏まえた所要の改正を行うこととした。（京都府衛生検査等使用料及び手数料条例（昭
和51年京都府条例第39号））

　⑶　その他所要の規定整備を行うこととした。（関係条例）
３　施行期日等
　⑴　施行期日
　　　令和７年４月１日。ただし、⑵については、令和６年12月27日
　⑵　準備行為
　　　指定管理者が管理する府の施設について、指定管理者がこの条例の施行前に２の⑴のイの内容に応じた利

用料金を設定することができるよう、所要の規定を定めることとした。
　⑶　経過措置
　　　その他所要の経過措置を定めることとした。
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　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府府税条例第19条第１

項の規定は、この条例の施行の日以後にされる交付請
求に係る手数料について適用し、同日前にされた交付
請求に係る手数料については、なお従前の例による。

京都府条例第44号

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関す
る条例の一部を改正する条例

　京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条
例（平成21年京都府条例第12号）の一部を次のように改
正する。
　第33条第１号中「59,160円」を「62,110円」に改め、
同条第２号中「34,680円」を「36,410円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府土砂等による土地の

埋立て等の規制に関する条例第33条の規定は、この条
例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について
適用し、同日前にされた申請に係る手数料について
は、なお従前の例による。

京都府条例第45号

京都府立自然公園条例の一部を改正する条例

　京都府立自然公園条例（昭和38年京都府条例第25号）
の一部を次のように改正する。
　第60条第３項に次のただし書を加える。
　　ただし、知事が特に認めるときは、この限りでない。
　別表行商、募金、案内その他これらに類するものの項
中「190」を「210」に改め、同表写真の撮影の項中「1,930」
を「2,200」に改め、同表映画の撮影の項中「15,300」
を「17,440」に改め、同表集会、競技会、展示会、博覧
会その他これらに類するものの開催の項中「12」を「13」
に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例の施行の日前に受けた使用の許可に係る使

用料については、この条例による改正後の京都府立自
然公園条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。

　公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例の
一部を改正する条例
　食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措置の基準等に
関する条例の一部を改正する条例
　理容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例の
一部を改正する条例
　美容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例の
一部を改正する条例
　京都府衛生検査等使用料及び手数料条例の一部を改正
する条例
　京都府立総合社会福祉会館条例の一部を改正する条例
　京都府立心身障害者福祉センター条例の一部を改正す
る条例
　京都府立舞鶴こども療育センター条例の一部を改正す
る条例
　京都府精神保健福祉総合センター条例の一部を改正す
る条例
　京都府立こども発達支援センター条例の一部を改正す
る条例
　京都府立青少年海洋センター条例の一部を改正する条
例
　京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例の
一部を改正する条例
　京都府立勤労者福祉会館条例の一部を改正する条例
　京都府立けいはんなホール条例の一部を改正する条例
　京都府種畜種付け手数料徴収条例の一部を改正する条
例
　京都府家畜種雄検査及び検査手数料条例の一部を改正
する条例
　家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例の一部を
改正する条例
　京都府立府民の森条例の一部を改正する条例
　京都府屋外広告物条例の一部を改正する条例
　京都府立都市公園条例の一部を改正する条例
　京都府立府民スポーツ広場条例の一部を改正する条例
　浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正
する条例
　京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例の一部を
改正する条例
　京都府立少年自然の家条例の一部を改正する条例
　京都府立郷土資料館条例の一部を改正する条例

　　令和６年12月27日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府条例第43号

京都府府税条例の一部を改正する条例

　京都府府税条例（昭和25年京都府条例第42号）の一部
を次のように改正する。
　第19条第１項中「400円」を「420円」に改める。
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円」を「13,600円」に、「19,990円」を「22,780円」に、
「16,010円」を「18,250円」に、「11,220円」を「12,790
円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただ
し、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立文化芸術会館条例

の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、
この条例の施行の日前においても、当該規定の例によ
り行うことができる。

京都府条例第47号

京都府立文化芸術会館条例の一部を改正する条例

　京都府立文化芸術会館条例（昭和44年京都府条例第38
号）の一部を次のように改正する。
　別表基本設備の項中「17,740円」を「20,220円」に、
「28,450円」を「32,430円」に、「39,160円」を「44,640
円」に、「24,880円」を「28,360円」に、「35,590円」を
「40,570円」に、「46,300円」を「52,780円」に、「2,340円」
を「2,660円」に、「3,160円」を「3,600円」に、「4,790円」
を「5,460円」に、「6,420円」を「7,310円」に、「7,140円」
を「8,130円」に、「9,580円」を「10,920円」に、「11,930

京都府条例第46号

京都府立植物園条例の一部を改正する条例

　京都府立植物園条例（昭和35年京都府条例第33号）の一部を次のように改正する。
　第３条第１項第１号中「及び温室観覧料」を削り、同号の表中備考以外の部分を次のように改める。

　第３条第１項第１号の表の備考の２中「入園し、又は温室を観覧する」を「入園する」に改め、同表の備考中２を３
とし、１の次に次のように加える。
　　　　２　この表において「年間パスポート」とは、その発行を受けた者に限り、その使用を開始する日から起算し

て１年間、開園時間中に入園することができる使用券をいう。

　　　附　則

（施行期日）
１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に発行されたこの条例による改正前の京都府立植物園条例第３

条第１項第１号の表に定める定期券（有効期間満了前のものに限る。次項において「旧定期券」という。）及び回数
券（未使用の部分に限る。次項において「旧回数券」という。）については、施行日以後も、なお従前の例により使
用することができる。
３　前項の規定により旧定期券又は旧回数券を使用する場合における温室の観覧については、令和８年３月31日（旧定

期券にあっては、その有効期間満了の日）までの間に限り、なお従前の例による。
４　前２項に定めるもののほか、これらの規定に規定する植物園の入園及び温室の観覧に係る使用料については、なお

従前の例による。

京都府条例第48号

京都府立ゼミナールハウス条例の一部を改正する条例

　京都府立ゼミナールハウス条例（昭和51年京都府条例第21号）の一部を次のように改正する。
　別表の１の表２人以上で１室を利用する場合１人につき１泊の項中「1,830円」を「2,130円」に、「2,750円」を「3,200
円」に改め、同表１人で１室を利用する場合１人につき１泊の項中「2,550円」を「2,970円」に、「3,770円」を「4,390
円」に改め、別表の２の表中備考以外の部分を次のように改める。
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　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立ゼミナールハウス条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この

条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
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１及び２として次のように加える。
　　　　１　この表（備考を含む。）において「一般観覧」

とは、特別観覧以外の観覧をいう。
　　　　２　この表（備考を含む。）において「特別観覧」

とは、知事が特に指定する観覧をいう。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただ
し、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立堂本印象美術館条

例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定
は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例
により行うことができる。

京都府条例第51号

京都府立陶板名画の庭条例の一部を改正する条例

　京都府立陶板名画の庭条例（平成６年京都府条例第６
号）の一部を次のように改正する。
　第４条第３項を次のように改める。
３　利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該

各号に定める額を超えない範囲内において、指定管理
者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。

　⑴　65歳未満の観覧者の利用料金　観覧者１人１回に
つき200円（京都府立植物園の使用料を併せて納付
する観覧者にあっては、100円）

　⑵　65歳以上の観覧者の利用料金　次に掲げる場合の
区分に応じそれぞれに定める額

　　ア　１日の利用料金を定める場合　観覧者１人１回
につき100円（京都府立植物園の使用料を併せて
納付する観覧者にあっては、50円）

　　イ　年間利用料金を定める場合　観覧者１人１年に
つき400円

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただ
し、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立陶板名画の庭条例

の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、
この条例の施行の日前においても、当該規定の例によ
り行うことができる。

京都府条例第52号

京都府立京都学・歴彩館条例の一部を改正する条
例

　京都府立京都学・歴彩館条例（平成28年京都府条例第
34号）の一部を次のように改正する。
　第６条第１項第２号中「6,120円」を「6,960円」に改
める。

京都府条例第49号

京都府立府民ホール条例の一部を改正する条例

　京都府立府民ホール条例（昭和63年京都府条例第４号）
の一部を次のように改正する。
　別表ホールの項中「29,580」を「36,970」に、「44,880」
を「56,100」に、「59,160」を「73,950」に、「38,760」
を「48,450」に、「58,140」を「72,670」に、「76,500」
を「95,620」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただ
し、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立府民ホール条例の

規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、こ
の条例の施行の日前においても、当該規定の例により
行うことができる。

京都府条例第50号

京都府立堂本印象美術館条例の一部を改正する条
例

　京都府立堂本印象美術館条例（平成３年京都府条例第
31号）の一部を次のように改正する。
　別表中備考以外の部分を次のように改める。
別表（第７条関係）

　別表の備考中５を８とし、４を７とし、３を５とし、
その次に次のように加える。
　　　　６　この表に定める区分のほか、指定管理者

は、65歳以上の者の一般観覧に係る年間利用
料金を定めることができる。この場合におけ
る１人当たりの利用料金の上限の額は、当該
者の当該区分に係る利用料金の額に４を乗じ
て得た額とする。

　別表の備考中２を４とし、１を３とし、同表に備考の
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　　　附　則

（施行期日）
１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただ

し、附則第３項の規定は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の日前に受けた使用の承認に係る使

用料については、この条例による改正後の京都府立京
都学・歴彩館条例（以下「新条例」という。）第６条
第１項第２号の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。

（準備行為）
３　新条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の

設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定
の例により行うことができる。

　第11条を第12条とし、第10条を第11条とし、第９条を
第10条とし、第８条の次に次の１条を加える。
（利用料金の減免）
第９条　指定管理者は、規則で定めるところにより、利

用料金の全部又は一部を免除することができる。
　別表大ホールの項中「40,900」を「46,620」に、「54,570」
を「62,200」に、「61,400」を「69,990」に改め、同表小ホー
ルの項中「15,300」を「17,440」に、「20,400」を「23,250」
に、「22,950」を「26,160」に、「7,650」を「8,720」に、
「10,200」を「11,620」に、「11,420」を「13,010」に
改め、同表駐車場の項中「300円」を「340円」に、「1,200
円」を「1,360円」に改める。

京都府条例第53号

京都府立体育館条例の一部を改正する条例

　京都府立体育館条例（昭和46年京都府条例第21号）の一部を次のように改正する。
　別表の１の表中備考以外の部分を次のように改める。
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　別表の２の表トレーニング場（個人の使用に限る。）の項中「350円」を「400円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例の施行の日前に受けた使用の承認に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立体育館条例

別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

京都府条例第54号

京都府立京都スタジアム条例の一部を改正する条例

　京都府立京都スタジアム条例（平成31年京都府条例第５号）の一部を次のように改正する。
　別表の１の表中備考以外の部分を次のように改める。
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　別表の２の表中備考以外の部分を次のように改める。
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　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立京都スタジアム条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条

例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
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京都府条例第57号

興行場の設置場所の基準等に関する条例の一部を
改正する条例

　興行場の設置場所の基準等に関する条例（昭和59年京
都府条例第62号）の一部を次のように改正する。
　第６条第１項第１号中「16,320円」を「17,870円」に
改め、同項第２号中「10,200円」を「11,160円」に改め、
同条第２項中「前項各号に掲げる」を「第１項に規定す
る」に改め、同条中同項を第４項とし、第１項の次に次
の２項を加える。
２　前項に規定する手数料は、規則で定めるものを除く

ほか、申請の際に納付しなければならない。
３　既納の手数料は、還付しない。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の興行場の設置場所の基準等

に関する条例第６条第１項の規定は、この条例の施行
の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、
同日前にされた申請に係る手数料については、なお従
前の例による。

京都府条例第58号

化製場等の構造設備の基準等に関する条例の一部
を改正する条例

　化製場等の構造設備の基準等に関する条例（昭和59年
京都府条例第63号）の一部を次のように改正する。
　第７条第１項第１号中「24,480円」を「26,800円」に
改め、同項第２号中「15,300円」を「16,750円」に改め、
同項第３号中「7,650円」を「8,370円」に改め、同条第
２項中「前項各号に掲げる」を「第１項に規定する」に
改め、同条中同項を第４項とし、第１項の次に次の２項
を加える。
２　前項に規定する手数料は、規則で定めるものを除く

ほか、申請の際に納付しなければならない。
３　既納の手数料は、還付しない。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の化製場等の構造設備の基準

等に関する条例第７条第１項の規定は、この条例の施
行の日以後にされる申請に係る手数料について適用
し、同日前にされた申請に係る手数料については、な
お従前の例による。

京都府条例第55号

京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例
の一部を改正する条例

　京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例（昭
和23年京都府条例第49号）の一部を次のように改正する。
　第10条第１項第１号ア中「22,440円」を「24,570円」
に改め、同号イ中「8,770円」を「9,600円」に改め、同
項第２号中「7,540円」を「8,250円」に改め、同条第２
項中「前項各号に掲げる」を「第１項に規定する」に改
め、同条中同項を第４項とし、第１項の次に次の２項を
加える。
２　前項に規定する手数料は、規則で定めるものを除く

ほか、申請の際に納付しなければならない。
３　既納の手数料は、還付しない。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府旅館業の適切な実施

の確保等に関する条例第10条第１項の規定は、この条
例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について
適用し、同日前にされた申請に係る手数料について
は、なお従前の例による。

京都府条例第56号

動物の飼養管理と愛護に関する条例の一部を改正
する条例

　動物の飼養管理と愛護に関する条例（昭和46年京都府
条例第30号）の一部を次のように改正する。
　第15条第１項第１号中「１万5,300円」を「１万6,750
円」に改め、同項第２号中「１万1,220円」を「１万2,280
円」に改め、同条第２項中「6,120円」を「6,700円」に
改め、「現金で」を削り、同条に次の２項を加える。
３　前２項に規定する手数料は、規則で定めるものを除

くほか、申請等の際に納付しなければならない。
４　既納の手数料は、還付しない。ただし、法令に特別

の定めがある場合においては、この限りでない。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の動物の飼養管理と愛護に関

する条例第15条第１項及び第２項の規定は、この条例
の施行の日以後にされる申請等に係る手数料について
適用し、同日前にされた申請等に係る手数料について
は、なお従前の例による。
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京都府条例第61号

理容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条
例の一部を改正する条例

　理容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例
（平成12年京都府条例第６号）の一部を次のように改正
する。
　第５条第１項中「１万6,320円」を「１万7,870円」に
改め、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同条
中同項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。
２　前項に規定する手数料は、規則で定めるものを除く

ほか、同項の検査の申請の際に納付しなければならな
い。
３　既納の手数料は、還付しない。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の理容師法に基づく衛生上必

要な措置等に関する条例第５条第１項の規定は、この
条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料につい
て適用し、同日前にされた申請に係る手数料について
は、なお従前の例による。

京都府条例第62号

美容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条
例の一部を改正する条例

　美容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例
（平成12年京都府条例第７号）の一部を次のように改正
する。
　第５条第１項中「１万6,320円」を「１万7,870円」に
改め、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同条
中同項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。
２　前項に規定する手数料は、規則で定めるものを除く

ほか、同項の検査の申請の際に納付しなければならな
い。
３　既納の手数料は、還付しない。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の美容師法に基づく衛生上必

要な措置等に関する条例第５条第１項の規定は、この
条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料につい
て適用し、同日前にされた申請に係る手数料について
は、なお従前の例による。

京都府条例第59号

公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条
例の一部を改正する条例

　公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例
（昭和63年京都府条例第11号）の一部を次のように改正
する。
　第５条第１項中「２万2,440円」を「２万4,570円」に
改め、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同条
中同項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。
２　前項に規定する手数料は、規則で定めるものを除く

ほか、申請の際に納付しなければならない。
３　既納の手数料は、還付しない。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の公衆浴場の設置の場所の配

置の基準等に関する条例第５条第１項の規定は、この
条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料につい
て適用し、同日前にされた申請に係る手数料について
は、なお従前の例による。

京都府条例第60号

食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措置の基準
等に関する条例の一部を改正する条例

　食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措置の基準等に
関する条例（平成12年京都府条例第５号）の一部を次の
ように改正する。
　第５条第１項中「規定による」を削り、「15万3,000円」
を「16万7,530円」に改め、同条第２項中「規定による」
を削り、「９万1,800円」を「10万520円」に改め、同条
第３項第１号中「２万1,420円」を「２万3,450円」に改
め、同項第２号中「１万6,110円」を「１万7,640円」に
改め、同条第４項中「前項各号に掲げる」を「第３項に
規定する」に改め、同条中同項を第６項とし、第３項の
次に次の２項を加える。
４　前３項に規定する手数料は、規則で定めるものを除

くほか、申請の際に納付しなければならない。
５　既納の手数料は、還付しない。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の食品衛生法に基づく公衆衛

生上必要な措置の基準等に関する条例第５条第１項か
ら第３項までの規定は、この条例の施行の日以後にさ
れる申請に係る手数料について適用し、同日前にされ
た申請に係る手数料については、なお従前の例による。
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の項中「1,020」を「1,110」に、「薄層クロマトグラフ、」
を「薄層クロマトグラフ又は」に、「1,530」を「1,670」
に、「2,850」を「3,120」に改め、同表の４の項中「（平
成４年厚生省令第69号）」を「（平成15年厚生労働省令第
101号）」に、「44,470」を「48,690」に改め、同表の５
の項中「132,600」を「145,190」に改め、同表の６の項
中「1,020」を「1,110」に、「2,950」を「3,230」に改め、
同表の７の項中「510」を「550」に、「1,020」を「1,110」
に、「1,630」を「1,780」に、「3,570」を「3,900」に改
め、同表の８の項中「510」を「550」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府衛生検査等使用料及

び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後
にされる申請に係る手数料について適用し、同日前に
された申請に係る手数料については、なお従前の例に
よる。

京都府条例第63号

京都府衛生検査等使用料及び手数料条例の一部を
改正する条例

　京都府衛生検査等使用料及び手数料条例（昭和51年京
都府条例第39号）の一部を次のように改正する。
　第２条第２号を次のように改める。
　⑵　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
　　ア　別表の項目の欄に掲げる衛生検査等　当該衛生

検査等の項目ごとにそれぞれ同表の金額の欄に定
める額を超えない範囲内において規則で定める額

　　イ　その他のもの　実費相当額として規則で定める
額

　別表の１の項中「次項」を「２の項」に、「1,020」を
「1,110」に、「大腸菌群」を「大腸菌又は大腸菌群」に、
「2,040」を「2,230」に改め、同表の２の項中「（鮮度
の判定）、」を「又は」に、「1,630」を「1,780」に、「3,570」
を「3,900」に、「豆類、」を「豆類又は」に、「2,950」
を「3,230」に、「1,530」を「1,670」に、「810」を「880」
に、「サツカリン」を「サッカリン」に改め、同表の３

京都府条例第64号

京都府立総合社会福祉会館条例の一部を改正する条例

　京都府立総合社会福祉会館条例（平成７年京都府条例第７号）の一部を次のように改正する。
　別表中備考以外の部分を次のように改める。
別表（第６条関係）

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立総合社会福祉会館条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この

条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
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京都府条例第67号

京都府精神保健福祉総合センター条例の一部を改
正する条例

　京都府精神保健福祉総合センター条例（昭和57年京都
府条例第16号）の一部を次のように改正する。
　第３条第１項第２号ア中「1,220円」を「4,400円」に
改め、同号イ中「3,570円」を「7,700円」に改め、同号
ウア中「510円」を「2,200円」に改め、同号ウイ中「2,040
円」を「5,500円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府精神保健福祉総合セ

ンター条例第３条第１項第２号の規定は、この条例の
施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用
し、同日前にされた申請に係る手数料については、な
お従前の例による。

京都府条例第68号

京都府立こども発達支援センター条例の一部を改
正する条例

　京都府立こども発達支援センター条例（平成15年京都
府条例第11号）の一部を次のように改正する。
　第５条第１項第１号及び第２号中「1,220円」を「4,400
円」に改め、同項第３号中「2,040円」を「4,400円」に
改め、同項第４号中「3,570円」を「7,700円」に改め、
同項第５号ア中「510円」を「2,200円」に改め、同号イ
中「2,040円」を「5,500円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立こども発達支援セ

ンター条例第５条第１項の規定は、この条例の施行の
日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同
日前にされた申請に係る手数料については、なお従前
の例による。

京都府条例第65号

京都府立心身障害者福祉センター条例の一部を改
正する条例

　京都府立心身障害者福祉センター条例（昭和52年京都
府条例第19号）の一部を次のように改正する。
　第５条第１項第１号及び第２号中「1,220円」を「4,400
円」に改め、同項第３号中「2,040円」を「4,400円」に
改め、同項第４号中「3,570円」を「7,700円」に改め、
同項第５号ア中「510円」を「2,200円」に改め、同号イ
中「2,040円」を「5,500円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立心身障害者福祉セ

ンター条例第５条第１項の規定は、この条例の施行の
日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同
日前にされた申請に係る手数料については、なお従前
の例による。

京都府条例第66号

京都府立舞鶴こども療育センター条例の一部を改
正する条例

　京都府立舞鶴こども療育センター条例（昭和54年京都
府条例第３号）の一部を次のように改正する。
　第５条第１号及び第２号中「1,220円」を「4,400円」
に改め、同条第３号中「2,040円」を「4,400円」に改め、
同条第４号中「3,570円」を「7,700円」に改め、同条第
５号ア中「510円」を「2,200円」に改め、同号イ中「2,040
円」を「5,500円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立舞鶴こども療育セ

ンター条例第５条の規定は、この条例の施行の日以後
にされる申請に係る手数料について適用し、同日前に
された申請に係る手数料については、なお従前の例に
よる。

京都府条例第69号

京都府立青少年海洋センター条例の一部を改正する条例

　京都府立青少年海洋センター条例（昭和57年京都府条例第12号）の一部を次のように改正する。
　第７条中「ときは」の右に「、規則で定めるところにより」を加える。
　別表の１の表小学校の児童の項中「710円」を「800円」に改め、同表中学校の生徒の項中「910円」を「1,030円」に
改め、同表高等学校又は高等専門学校の生徒又は学生の項中「1,220円」を「1,390円」に改め、同表一般の者の項中「2,340
円」を「2,660円」に改め、同表の２の表中備考以外の部分を次のように改める。
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京都府条例第70号

京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条
例の一部を改正する条例

　京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例
（昭和24年京都府条例第38号）の一部を次のように改正
する。

　第３条第３号ア及びイ中「1,220円」を「4,400円」に
改め、同号ウ中「2,040円」を「4,400円」に改め、同号
エ中「3,570円」を「7,700円」に改め、同号オア中「510円」
を「2,200円」に改め、同号オイ中「2,040円」を「5,500
円」に改める。

　別表の３の表中備考以外の部分を次のように改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立青少年海洋センター条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、こ

の条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
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の条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料につ
いて適用し、同日前にされた申請に係る手数料につい
ては、なお従前の例による。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立洛南病院の使用

料、手数料等に関する条例第３条第３号の規定は、こ

京都府条例第71号

京都府立勤労者福祉会館条例の一部を改正する条例

　京都府立勤労者福祉会館条例（昭和57年京都府条例第６号）の一部を次のように改正する。
　別表の２の表中備考以外の部分を次のように改める。

　別表の３の表中備考以外の部分を次のように改める。
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　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立勤労者福祉会館条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条

例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。

京都府条例第72号

京都府立けいはんなホール条例の一部を改正する条例

　京都府立けいはんなホール条例（平成20年京都府条例第26号）の一部を次のように改正する。
　別表中備考以外の部分を次のように改める。
別表（第６条関係）
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　第２条中「次」を「、次」に改め、同条第３号中「200円」
を「210円」に改め、同条第４号中「1,220円」を「1,280
円」に改め、同条第５号ア中「810円」を「850円」に改
め、同号イ中「1,420円」を「1,490円」に改め、同条第
６号中「15,300円」を「16,060円」に改める。
　第４条第２項中「１万200円」を「１万710円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の家畜保健衛生所使用料およ

び手数料徴収条例第２条及び第４条第２項の規定は、
この条例の施行の日以後に実施される検査等に係る使
用料及び手数料について適用し、同日前に実施された
検査等に係る使用料及び手数料については、なお従前
の例による。

京都府条例第76号

京都府立府民の森条例の一部を改正する条例

　京都府立府民の森条例（平成12年京都府条例第23号）
の一部を次のように改正する。
　別表木工研修館の項中「100円」を「110円」に、「150
円」を「170円」に、「300円」を「340円」に改め、同表
宿泊施設の項中「2,440円」を「2,780円」に、「2,750円」
を「3,130円」に、「3,060円」を「3,480円」に、「15,300
円」を「17,440円」に改め、同表キャンプ場の項中「5,610
円」を「7,580円」に、「5,100円」を「6,910円」に、「3,570
円」を「4,840円」に、「3,060円」を「4,140円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただ
し、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立府民の森条例の規

定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この
条例の施行の日前においても、当該規定の例により行
うことができる。

京都府条例第77号

京都府屋外広告物条例の一部を改正する条例

　京都府屋外広告物条例（昭和28年京都府条例第30号）
の一部を次のように改正する。
　第16条の25第１項中「1,020円」を「1,070円」に、「510

京都府条例第73号

京都府種畜種付け手数料徴収条例の一部を改正す
る条例

　京都府種畜種付け手数料徴収条例（昭和39年京都府条
例第65号）の一部を次のように改正する。
　第２条の表自然交配の項中「2,040」を「2,140」に改
め、同表精液注入の項中「810」を「850」に、「1,420」
を「1,490」に改め、同表家畜受精卵移植の項中「15,300」
を「16,060」に改める。
　第５条中「１万200円」を「１万710円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府種畜種付け手数料徴

収条例第２条及び第５条の規定は、この条例の施行の
日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同
日前にされた申請に係る手数料については、なお従前
の例による。

京都府条例第74号

京都府家畜種雄検査及び検査手数料条例の一部を
改正する条例

　京都府家畜種雄検査及び検査手数料条例（昭和25年京
都府条例第６号）の一部を次のように改正する。
　第14条中「、１頭につき710円」を「として１頭につ
き740円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府家畜種雄検査及び検

査手数料条例第14条の規定は、この条例の施行の日以
後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前
にされた申請に係る手数料については、なお従前の例
による。

京都府条例第75号

家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例の一
部を改正する条例

　家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例（昭和30
年京都府条例第７号）の一部を次のように改正する。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立けいはんなホール条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この

条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
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円」を「530円」に改め、同条第２項中「１万円」を「１万
500円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

２　この条例による改正後の京都府屋外広告物条例第16
条の25第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の
日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同
日前にされた申請に係る手数料については、なお従前
の例による。

京都府条例第78号

京都府立都市公園条例の一部を改正する条例

　京都府立都市公園条例（昭和33年京都府条例第16号）の一部を次のように改正する。
　別表の２の（その３）の表行商、募金、案内その他これらに類するものの項中「190」を「210」に改め、同表写真の
撮影の項中「1,930」を「2,200」に改め、同表映画の撮影の項中「15,300」を「17,440」に改め、同表集会、競技会、
展示会、博覧会その他これらに類するものの開催の項中「12」を「13」に改め、別表の３の表中「350」を「390」に、「960」
を「1,090」に、「1,930」を「2,200」に、「2,340」を「2,660」に改め、同表京都府立鴨川公園出雲路橋運動場の項中「250」
を「280」に、「710」を「800」に、「1,420」を「1,610」に、「1,730」を「1,970」に改め、別表の４の（その１）の表
競技場の項中「7,140」を「8,130」に、「9,480」を「10,800」に、「11,830」を「13,480」に、「25,600」を「29,180」に、
「28,450」を「32,430」に、「37,940」を「43,250」に、「47,430」を「54,070」に、「102,400」を「116,730」に、「14,280」
を「16,270」に、「18,970」を「21,620」に、「23,760」を「27,080」に、「51,300」を「58,480」に、「56,910」を「64,870」
に、「75,880」を「86,500」に、「94,860」を「108,140」に、「204,910」を「233,590」に、「3,570」を「4,060」に、「4,790」
を「5,460」に、「5,910」を「6,730」に、「12,850」を「14,640」に、「2,340」を「2,660」に、「3,060」を「3,480」に、
「3,870」を「4,410」に、「8,360」を「9,530」に、「1,220」を「1,390」に、「1,530」を「1,740」に、「1,930」を「2,200」
に、「4,180」を「4,760」に、「250」を「280」に、「660」を「750」に改め、同表相撲場の項中「2,040」を「2,320」に、「2,650」
を「3,020」に、「6,630」を「7,550」に、「100」を「110」に、「250」を「280」に改め、同表テニスコートの項中「3,360」
を「3,900」に、「4,480」を「5,200」に、「4,690」を「5,400」に、「11,220」を「12,800」に改め、同表会議室の項中
「910」を「1,030」に、「1,220」を「1,390」に、「3,060」を「3,480」に、「350」を「390」に、「450」を「510」に、
「1,120」を「1,270」に、「610」を「690」に、「810」を「920」に、「2,040」を「2,320」に、「250」を「280」に、「860」
を「980」に改め、別表の４の（その２）の表プールの項中「610円」を「700円」に、「450円」を「550円」に、「300円」
を「350円」に、「150円」を「200円」に、「11,830円」を「13,480円」に改め、同表プールガーデンの項中「910円」を
「1,030円」に改め、別表の４の（その３）の表駐車場の項中「300円」を「400円」に、「100円」を「200円」に改め、
別表の５の（その１）の表球技場の項中「5,500」を「6,270」に、「7,340」を「8,360」に、「11,620」を「13,240」に、「3,360」
を「3,830」に、「4,590」を「5,230」に改め、別表の５の（その２）の表テニスコートの項中「2,040」を「2,320」に、
「2,650」を「3,020」に、「3,160」を「3,600」に、「7,030」を「8,010」に改め、別表の５の（その３）の表駐車場の
項中「1,530円」を「1,700円」に、「400円」を「500円」に改め、別表の６の（その１）の表第２競技場の項中「7,140」
を「8,130」に、「9,480」を「10,800」に、「14,990」を「17,080」に改め、同表第１野球場の項中「14,280」を「16,270」
に、「18,970」を「21,620」に、「29,880」を「34,060」に改め、同表第２野球場の項中「10,710」を「12,200」に、「14,280」
を「16,270」に、「22,540」を「25,690」に改め、同表第３野球場の項及び第４野球場の項中「7,140」を「8,130」に、
「9,480」を「10,800」に、「14,990」を「17,080」に改め、同表第５野球場の項中「3,570」を「4,060」に、「4,790」
を「5,460」に、「7,540」を「8,590」に改め、同表50メートルプールの項中「26,720」を「30,460」に、「35,700」を「40,690」
に、「56,100」を「63,950」に、「3,360」を「3,830」に、「4,480」を「5,100」に、「7,030」を「8,010」に改め、同表
25メートルプールの項中「13,360」を「15,230」に、「17,850」を「20,340」に、「28,050」を「31,970」に、「2,340」
を「2,660」に、「3,160」を「3,600」に、「4,990」を「5,680」に改め、同表多目的ジムの項中「2,950」を「3,360」に、
「3,970」を「4,520」に、「6,220」を「7,090」に、「1,530」を「1,740」に、「2,040」を「2,320」に、「3,260」を「3,710」
に改め、同表弓道場の項中「2,440」を「2,780」に、「3,260」を「3,710」に、「5,100」を「5,810」に改め、同表野外
ステージの項中「1,730」を「1,970」に、「2,340」を「2,660」に、「3,670」を「4,180」に改め、同表会議室の項中「1,020」
を「1,160」に、「1,420」を「1,610」に、「2,240」を「2,550」に改め、同表附属設備の項中「２万3,460円」を「２万6,740
円」に改め、別表の６の（その２）の表陸上競技場の項中「14,280」を「16,270」に、「18,970」を「21,620」に、「21,620」
を「24,640」に、「49,360」を「56,270」に改め、同表メインアリーナの項中「14,170」を「16,150」に、「18,870」を
「21,510」に、「23,560」を「26,850」に、「51,000」を「58,140」に、「56,710」を「64,640」に、「75,480」を「86,040」
に、「94,240」を「107,430」に、「204,000」を「232,560」に、「28,350」を「32,310」に、「37,740」を「43,020」に、
「47,120」を「53,710」に、「102,000」を「116,280」に、「113,420」を「129,290」に、「150,960」を「172,090」に、
「188,490」を「214,870」に、「408,000」を「465,120」に、「7,140」を「8,130」に、「9,480」を「10,800」に、「11,830」
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を「13,480」に、「25,500」を「29,070」に、「4,690」を「5,340」に、「6,320」を「7,200」に、「7,850」を「8,940」
に、「17,030」を「19,410」に、「2,340」を「2,660」に、「3,160」を「3,600」に、「3,970」を「4,520」に、「8,460」
を「9,640」に改め、同表サブアリーナの項中「3,970」を「4,520」に、「5,300」を「6,040」に、「6,520」を「7,430」に、
「14,280」を「16,270」に、「15,910」を「18,130」に、「21,210」を「24,170」に、「26,110」を「29,760」に、「57,120」
を「65,110」に、「7,950」を「9,060」に、「10,600」を「12,080」に、「13,050」を「14,870」に、「28,560」を「32,550」
に、「31,820」を「36,270」に、「42,430」を「48,370」に、「52,220」を「59,530」に、「114,240」を「130,230」に改め、
同表球技場の項中「10,710」を「12,200」に、「14,280」を「16,270」に、「20,900」を「23,820」に、「41,310」を「47,090」
に、「42,840」を「48,830」に、「57,120」を「65,110」に、「83,600」を「95,300」に、「165,210」を「188,330」に、
「5,300」を「6,040」に、「7,140」を「8,130」に、「10,450」を「11,910」に、「20,610」を「23,490」に、
「

」
を

「

」
に、「1,500」を「1,710」に、「2,000」

を「2,280」に、「4,500」を「5,130」に改め、同表屋根付きテニスコートの項中「3,570」を「4,060」に、「4,690」を
「5,340」に、「4,890」を「5,570」に、「11,830」を「13.480」に改め、同表その他のテニスコートの項中「3,360」を
「3,830」に、「4,480」を「5,100」に、「4,690」を「5,340」に、「11,220」を「12,790」に改め、別表の６の（その３）
の表飛び込みプールの項中「2,240円」を「2,550円」に改め、別表の６の（その４）の表中
「

」

を

「

」

に改め、同表25メートルプールの項中「450円」を「510円」に、

「350円」を「390円」に、「250円」を「280円」に改め、同表ファミリープールの項中「1,020円」を「1,200円」に、「710
円」を「850円」に、「450円」を「550円」に、「100円」を「150円」に改め、同表弓道場の項中「400円」を「450円」に、「300
円」を「340円」に、「200円」を「220円」に改め、同表駐車場の項中「1,530円」を「1,700円」に、「400円」を「500円」
に改め、別表の７の（その１）の表キャンプ場の項中「2,040円」を「2,320円」に改め、別表の７の（その２）の表研
修室の項中「2,750」を「3,130」に、「3,770」を「4,290」に、「4,590」を「5,230」に、「9,990」を「11,380」に、「1,420」
を「1,610」に、「1,930」を「2,200」に、「2,340」を「2,660」に、「4,990」を「5,680」に改め、別表の７の（その３）
の表宿泊施設の項中「3,870円」を「4,410円」に、「3,460円」を「3,940円」に、「3,060円」を「3,480円」に、「1,730
円」を「1,970円」に改め、別表の８の（その１）の表庭園の項中

「

」
を

「

」

に、「100円」を「110円」

に改め、同表の備考に次のように加える。
　　　　４　この表に定める区分のほか、指定管理者は、65歳以上の者の使用に係る年間利用料金を定めることができ

る。この場合における１人当たりの利用料金の上限の額は、当該者の区分に係る利用料金の額に４を乗じて
得た額とする。

　　　　５　徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
　別表の８の（その２）の表展示室の項中「7,650円」を「8,720円」に改め、別表の８の（その３）の表研修室の項中
「1,830」を「2,080」に、「2,550」を「2,900」に、「3,970」を「4,520」に改め、別表の８の（その４）の表駐車場の
項中「1,530円」を「1,700円」に、「400円」を「500円」に改め、別表の９の（その１）の表陸上競技場の項中「5,610」
を「6,390」に、「7,440」を「8,480」に、「11,730」を「13,370」に改め、同表バレーボールコートの項中「810」を「1,200」
に、「1,020」を「1,600」に、「1,630」を「2,700」に改め、同表軟式野球場の項中「1,220」を「1,390」に、「1,530」
を「1,740」に、「2,440」を「2,780」に改め、同表球技場の項中「4,180」を「4,760」に、「5,610」を「6,390」に、「8,770」
を「9,990」に、「2,140」を「2,430」に、「2,750」を「3,130」に、「4,380」を「4,990」に改め、同表の備考の４中「及
び（その３）」を「、（その３）及び（その４）」に改め、別表の９の（その２）の表体育館の項中「4,480」を「5,100」
に、「5,910」を「6,730」に、「7,440」を「8,480」に、「16,010」を「18,250」に、「5,300」を「6,040」に、「7,140」
を「8,130」に、「8,970」を「10,220」に、「19,170」を「21,850」に、「2,140」を「2,430」に、「2,850」を「3,240」
に、「3,570」を「4,060」に、「7,540」を「8,590」に改め、同表補助競技場の項中「2,850」を「3,240」に、「3,770」
を「4,290」に、「5,710」を「6,500」に、「11,110」を「12,660」に改め、同表テニスコートの項中「810」を「1,200」に、
「1,020」を「1,600」に、「1,220」を「1,500」に、「2,750」を「4,100」に改め、同表研修室の項中「1,530」を「1,740」
に、「2,040」を「2,320」に、「5,100」を「5,810」に、「760」を「860」に、「1,020」を「1,160」に、「2,550」を「2,900」
に改め、同表の備考に次のように加える。

号外241227-01E.indd   21号外241227-01E.indd   21 2024/12/24 火   17:09:392024/12/24 火   17:09:39



号外　第39号　令和６年12月27日　金曜日　　　

22

京  都  府  公  報

号外241227-01E

　　　　４　体育館の冷暖房施設を使用するときは、実費相当額を加算することができる。

　別表の９の（その３）の表中

「

」

を

「

」

に改め、同表体育館の項中「250

円」を「280円」に、「660円」を「750円」に改め、同表プールの項中「710円」を「850円」に、「510円」を「600円」に、「300
円」を「350円」に、「100円」を「150円」に改め、同表パターゴルフの項中「510円」を「580円」に、「300円」を「340
円」に改め、同表トレーニング場の項中「300円」を「340円」に、「150円」を「170円」に改め、別表の９の（その４）
の表中備考以外の部分を次のように改める。

　別表の９の（その４）の表の備考に次のように加える。
　　　　３　次に掲げる場合の利用料金の上限の額は、この表に定める額にそれぞれに定める割合を乗じて得た額とす

る。この場合において、当該額の算定の基礎となる宿泊者の数には、学齢に達しないものの数を含まない。
　　　　　⑴　浴室付き２名定員洋室に１人で宿泊する場合、浴室付き４名定員洋室、その他の４名定員洋室若しくは

４名定員和室に２人で宿泊する場合、８名定員和室に３人若しくは４人で宿泊する場合又は12名定員和室
に４人以上６人以下で宿泊する場合　100分の120

　　　　　⑵　浴室付き４名定員洋室、その他の４名定員洋室若しくは４名定員和室に１人で宿泊する場合、８名定員
和室に１人若しくは２人で宿泊する場合又は12名定員和室に３人以下で宿泊する場合　100分の140

　　　附　則

（施行期日）
１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の日前に受けた使用の承認に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立都市公園条

例（以下「新条例」という。）別表の２及び３の規定にかかわらず、なお従前の例による。
（準備行為）
３　新条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例によ

り行うことができる。
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により行うことができる。

京都府条例第80号

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を
改正する条例

　浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年京
都府条例第23号）の一部を次のように改正する。
　第16条第１号中「34,680円」を「36,410円」に改め、
同条第２号中「28,560円」を「29,980円」に改め、同条
第３号中「23,460円」を「24,630円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の浄化槽保守点検業者の登録

に関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以
後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前
にされた申請に係る手数料については、なお従前の例
による。

京都府条例第79号

京都府立府民スポーツ広場条例の一部を改正する
条例

　京都府立府民スポーツ広場条例（平成２年京都府条例
第８号）の一部を次のように改正する。
　別表第１グラウンドの項中「7,140」を「8,130」に、
「9,180」を「10,460」に、「14,280」を「16,270」に改
め、同表第２グラウンドの項及び第３グラウンドの項中
「9,180」を「10,460」に、「12,240」を「13,950」に、
「19,380」を「22,090」に、「5,610」を「6,390」に、「7,650」
を「8,720」に改め、同表会議室の項中「610」を「690」
に、「810」を「920」に、「1,220」を「1,390」に、「300」
を「340」に、「400」を「450」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただ
し、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立府民スポーツ広場

条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定
は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例

京都府条例第81号

京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例

　京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例（平成21年京都府条例第53号）の一部を次のように改正する。
　別表第１の１の表岸壁及び桟橋の項を次のように改める。

　別表第１の１の表物揚場の項中「1.33円」を「1.51円」に、「0.76円」を「0.86円」に、「2.66円」を「3.03円」に、「1.42
円」を「1.61円」に、「67.61円」を「77.07円」に、「36.19円」を「41.25円」に改め、同表係船浮標及び係船くいの項
中「1.04円」を「1.18円」に、「0.57円」を「0.64円」に改め、同表小型船舶用係留施設の項中「3,140円」を「3,570円」
に改め、同表上屋の項中「18.67円」を「21.28円」に、「560円」を「630円」に、「16.19円」を「18.45円」に、「470円」
を「530円」に、「10.47円」を「11.93円」に、「340円」を「380円」に、「330円」を「370円」に、「17.14円」を「19.53
円」に、「520円」を「590円」に改め、同表旅客上屋の項中「42円」を「48円」に、「1,270円」を「1,440円」に改め、
同表管理棟の項中「2,050円」を「2,330円」に改め、同表起重機の項を次のように改める。
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京都府条例第82号

京都府立少年自然の家条例の一部を改正する条例

　京都府立少年自然の家条例（昭和58年京都府条例第２
号）の一部を次のように改正する。
　第８条中「ときは」の右に「、教育委員会規則で定め
るところにより」を加える。
　別表宿泊室の項中「300円」を「340円」に、「510円」
を「580円」に、「1,020円」を「1,160円」に改め、同表
キャンプ場の項中「200円」を「220円」に、「350円」を
「380円」に、「710円」を「790円」に改め、同表プレイ
ホールの項中「2,550円」を「2,900円」に改め、同表研
修室の項及びクラフト室の項中「2,040円」を「2,320円」
に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただ
し、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の京都府立少年自然の家条例

の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、
この条例の施行の日前においても、当該規定の例によ
り行うことができる。

　別表第１の１の表水面貯木場の項中「12.38円」を「14.11円」に改め、同表船舶給水施設の項中「48.57円」を「55.36
円」に改め、別表第１の２の表くん蒸設備の項中「6,730円」を「7,670円」に改める。
　別表第２の表行商、募金、案内その他これらに類するものの項中「180円」を「200円」に改め、同表業として写真の
撮影を行うものの項中「1,800円」を「2,050円」に改め、同表映画の撮影の項中「14,200円」を「16,180円」に改め、
同表集会、競技会、展示会、博覧会その他これらに類するものの開催の項中「11.42円」を「13.01円」に、「22.84円」
を「26.02円」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例の施行の日前に受けた通常使用の承認又は目的外使用の許可に係る使用料については、この条例による改

正後の京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例別表第１及び別表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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京都府条例第83号

京都府立郷土資料館条例の一部を改正する条例

　京都府立郷土資料館条例（昭和57年京都府条例第18号）の一部を次のように改正する。
　第６条第３項ただし書中「の定める」を「で定める」に改め、同条第４項中「場合は」の右に「、教育委員会で定め
るところにより」を加える。
　別表の１の表を次のように改める。

　備考　１　この表（備考を含む。）において「普通展示」とは、郷土資料館が主催する展示で特別展示以外のものを 
いう。

　　　　２　この表（備考を含む。）において「特別展示」とは、郷土資料館が主催する展示で教育委員会が指定する
ものをいう。

　　　　３　この表において「年間パスポート」とは、その発行を受けた者及び郷土資料館に限り、その使用を開始す
る日から起算して１年間、開館時間中に当該郷土資料館の普通展示を観覧することができる入場券をいう。

　別表の２の表使用者が料金を徴収する展示の場合の項中「16,010円」を「18,250円」に改め、同表使用者が料金を徴
収しない展示の場合の項中「9,580円」を「10,920円」に改め、別表の３の表を次のように改める。

　　　附　則

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。
２　この条例の施行の日前に受けた使用の承認に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立郷土資料館

条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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